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令和７年度 新潟市犯罪のない安心・安全なまちづくり推進協議会 議事録 

日時: 令和８年 2 月 12 日(木) 午後 2 時～3 時 40 分 

場所: 新潟市役所 本館 6 階 講堂１～２ 

出席者 （委 員）大花委員 菊地委員 ⾧谷川委員 山口委員  桒原委員 

遠藤委員 北山委員 中野委員  山田委員 菅野委員 

     川上委員 計 11 名 

（事務局）市民生活部⾧ 市民生活課⾧  

安心・安全推進室⾧ 同室係⾧ 同室主査 計６名 

 ◆会議内容 

〇開会 

〇市民生活部⾧あいさつ 

〇委員自己紹介 

事務局 

（吉井市民生活

課安心・安全

推進室⾧） 

〇会議成立 

事務局から 11 名の委員のうち全員出席しており、過半数を超える

委員の出席があることから、本協議会規則第 5 条第 2 項の規定によ

り、会議が成立していることを報告するとともに、本市の附属機関

等に関する指針により公開していることを説明 

市民生活課 

平野課⾧ 

〇会⾧及び副会⾧の選出 

本協議会規則第４条第１項の規定に基づき、委員の互選により、 

会⾧に大花委員、副会⾧に山田委員が選出 

事務局 

（吉井市民生活

課安心・安全推

進室⾧） 

〇議事 

それでは議事に入りたいと思います。新潟市犯罪のない安心安全

なまちづくり推進協議会規則第５条の規定により、会⾧より議事の

進行をお願いいたします。 

議⾧ 

（大花委員） 

本日の協議会につきましては、午後３時３０分の閉会予定となっ

ておりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。それでは、

初めに次第の３議事の（１）令和７年の新潟市犯罪発生状況につい

て事務局から説明お願いします。 

事務局 

（加藤主査） 

＜議事（１）令和７年の新潟市犯罪発生状況について資料説明＞ 

 

議⾧ 

（大花委員） 

ただ今の説明につきまして、ご質問ご意見等ありましたらよろし

くお願いします。 

川上委員 刑法犯認知状況の中の万引きについて、従来は若い人が多かった

が、最近はどうでしょうか？大体の年齢は把握していますか？ 

議⾧ 

（大花委員） 

事務局からお答えいただけますでしょうか。 

事務局 県警からいただいている資料には、年齢は載っていません。御説 
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（吉井市民生活

課安心・安全推

進室⾧） 

明ができず申し訳ありません。今後確認をしていきたいと思いま

す。 

川上委員 自転車盗について、学生が中心の中央区と西区が多いが、どのよ 

うな対応をしているのでしょうか？ 

議⾧ 

（大花委員） 

自転車盗の対策をどのようにするのかというご質問について、 

事務局から回答お願いします。 

事務局 

（吉井市民生活

課安心・安全

推進室⾧） 

各駐輪場において、街頭防犯活動ということで、朝等に声掛けを

させていただき、自転車の施錠を呼び掛け、鍵がない方については

鍵を配るという事を、県警察と一緒にやらせていただいておりま

す。できる限り、鍵かけをしっかりしていただき、盗まれないよう

対策していただきたいと考えています。 

議⾧ 

（大花委員） 

他にありますでしょうか？ 

桒原委員 刑法犯認知状況について伺います。第６次推進計画の最後は令和

２年で、コロナがあったので件数が減っているのは理解しますが、

それに比べて令和７年が 4,414 件、令和２年から 4 年連続増加で

す。刑法犯認知件数を見ると平成 22 年からすごく減っている印象が

あるが、対策をされた結果ということでしょうか？ 

議⾧ 

（大花委員） 

事務局からお答えいただけますでしょうか。 

事務局 

（吉井市民生活

課安心・安全推

進室⾧） 

第 6 次の計画の最終的な数字が今下がっているのは、コロナの影

響が大きいと思われます。その後増えているのは、コロナが下火に

なり皆さんの活動が戻ったことが 1 番大きいと考えます。 

桒原委員 平成 22 年に 9,000 件あったものが今 4,000 件まで減ってるとい 

うのは、広報啓発活動の対策の結果ということでしょうか。 

事務局 

（吉井市民生活

課安心・安全

推進室⾧） 

そうですね。広報啓発活動をやってきたことが、こういう結果に

結びついているのではないかと考えています。 

議⾧ 

（大花委員） 

他はありますでしょうか？ 

山口委員  
 

不審者の発生状況に関しては、「その他」の方になっているので

しょうか？誘拐などいろいろあると思いますが、被害状況はデータ

として載っていますでしょうか？ 

議⾧ 

（大花委員） 

事務局の方からお願いします。 

事務局（吉井市民 こちらの方ではデータは持っておりません。申し訳ございませ
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生活課安心・安全推 

進室⾧） 
ん。 

議⾧ 

（大花委員） 

こちらは刑法犯の犯罪件数ということで書かれていますので、よ

ろしくお願いします。他にありますでしょうか？ 

菊地委員 オレオレ詐欺の件ですが、最近警察の名前を使ったオレオレ詐欺

が流行しているが、一昨年９月にそういう被害に遭ったと地元の女

性から聞きました。まだ世間一般に警察の名前を騙った詐欺が話題

になっていない時期だったので、私も漠然と聞いてしまいました。 

その後、去年の頭ぐらいから警察に関するオレオレ詐欺が流行っ

ている状況になっている。その兆候があったのであれば、危険だよ

と発信できればよかったが、私もそこまでできず悔やまれるのです

が、いち早く兆候を察知したりする取り組みを警察の方では考えて

いるのでしょうか？ 

議⾧ 

（大花委員） 

菅野委員の方でお答えいただきたいと思います。 

事務局 

（吉井市民生活

課安心・安全推

進室⾧） 

ご指摘の通り、令和７年にオレオレ詐欺の中で、特に偽警察詐欺 

が非常に増えました。その前からあったのではないかという話です

が、実はありましたが、犯人の手口は様々で、ここまで被害が大き

くなったのは、令和７年の特徴だと思います。警察での対策です

が、偽警察詐欺に限らず、特殊詐欺被害に遭うきっかけが県全体と

して約７割が詐欺電話を受ける事から始まり、そのうち約 3 割が国

際電話詐欺となっています。 

まず詐欺電話を受けないことが大切ということで、昨年７月、固

定電話で海外との電話をする必要のない方は国際電話の利用を休止

していだだくことを広く知ってもらうために、県知事と本部⾧とで

緊急共同メッセージを発信し報道機関から取り上げてもらいまし

た。また、副市⾧と各区⾧様と、県警警察署⾧が同じく緊急共同メ

ッセージを市民の皆様に向け発信し、様々な報道機関に取り上げて

もらいました。また、市のホームページでの掲載や、ＬＩＮＥでの

発信、市報にいがたや区役所だよりに載せていただき、警察として

も、スーパーマーケットや銀行、郵便局などにブースを設置し、新

潟市の担当と一緒に利用者に声掛けをして 

国際電話利用休止申し込みを行いました。市報にいがたを見て来

たという方が結構多く、どこに行けばできるかわからなかったけ

ど、ブース設定をしてもらったことで手続きできますという方もい

ました。あと、新潟市が対応している防犯講座、市民の方からの申

込があってされているようだが、そことも連携して、申込団体が

OK であれば、警察署の方で講座に参加させていただき、最後に国

際電話利用休止の申込を呼びかけて実際に申し込んでいただいたり
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様々させていただきました。あとは、県警の持っている様々な広報

媒体を使ったり、各報道機関に取り上げていただく等して皆様に国

際電話利用休止を呼び掛けたり、犯人の手口等を皆さんにご紹介す

るなどさせていただいております。 

議⾧ 

（大花委員） 

ありがとうございました。他にはどうでしょうか。 

中野委員 昨年、学校の先生によるこどもへのわいせつ事件がすごく目立っ 

た印象があります。教育委員会とどのような連携をしているのかと

いうところと、警察と教育委員会との連携はどうしているのかにつ

いてお聞きしたいと思います。また、万引きに関して、クレプトマ

ニアのような心の病で万引きしてしまう人もたくさんいると思うの

で、未然に防ぐために心理カウンセラー等の活用等で予防の対策は

考えているのでしょうか？ 

議⾧ 

（大花委員） 

ご質問ありがとうございました。 

山田委員 昨年冬休みの始まる前、事案が発生し、市教委から調査が来まし 

た。すべての小中学校で保護者に対して、児童に対してそういう経

験がないかということを調査しなさいと通知が来て、それぞれの学

校で調査しました。その結果については、私たちは知らないところ

です。ただ、それに伴い、研修を改めてするよう指示があり、対応

をしたということが教育委員会から学校に出たところです。 

菅野委員 性犯罪についてですが、我々は主に取り締まりを担当していまし 

て、教育委員会や学校から依頼があれば、対応させていただこうか

と思っています。万引きの対策で、心理カウンセラーといったとこ

ろでの取り組みについてはないのですが、各警察署においてスーパ

ーの場所を借りて万引き防止を訴えたり、自転車等の発生も多いと

ころでして、併せて広報もさせていただいています。 

また、川上委員から今若い方の万引きが多いのではないかという

ことについて、ご指摘の通り、若い方だけでなく高齢者の方による

万引きもあるということで、若者に限ったことではないということ

が言えます。 

議⾧ 

（大花委員） 

事務局の方からありますでしょうか。 

事務局 

（吉井市民生活

課安心・安全

推進室⾧） 

学校の事案というお話がありましたが、基本的には教育委員会の 

方が対応を考えているということですが、こちらとしてもそういう

事案があったら、その都度確認をしながら連携できるところは連携

をしていければと思います。 

議⾧ 

（大花委員） 

よろしいでしょうか。他にありますでしょうか。 
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遠藤委員 先ほど、高齢者の万引きが増えているという話もあったが、認知 

症を発症している人はどのぐらいかというデータはあるのか？ 

菅野委員 申し訳ありません。そういうデータは持ち合わせておりません。 

議⾧ 

（大花委員） 

よろしいでしょうか。最後にまた、全体を通してご質問を受けた 

いと思います。次に、議事の（２）第６次推進計画における数値目

標の達成状況について、事務局から説明をお願いいたします。 

事務局 

（吉井市民生活

課安心・安全推

進室⾧） 

＜議事（２）第６次推進計画における数値目標の達成状況につい

て説明＞ 

議⾧ 

（大花委員） 

ただいまの説明にいて、ご質問、ご意見等ありましたらお願いし

ます。 

菊地委員 北区は青パト装備団体が多いが、他も同じようにやっていると思 

っていた。大変有効的なものなので、他区でもすすめていってもら

いたいと思うがいかがでしょうか？ 

議⾧ 

（大花委員） 

ご質問ありがとうございます。事務局の方からお願いします。 

事務局 

（吉井市民生活

課安心・安全推

進室⾧） 

北区で青パトが多く他がそうでもない、ということですが、北区 

が多い理由としては、中心部と違い郊外で集落間の距離が大きいと

ころは人気が途切れるということもあり、車を使った見守り活動に

豊栄市の頃から積極的に取り組んできた経緯があると聞いておりま

す。また、地域が独自でカバーしきれていないエリアをカバーして

いきたいという防犯意識があってコミュニティセンターに専用の車

を置くなどしたころから台数と団体の増加につながったと聞いてお

ります。 

また、自治会や大学など地域の防犯に取り組みたいとしてメンバ

ーを募り、車を出し合い、県警から認定を受けているということも

聞いています。あと、他の地域でという話もあるが、市民生活課で

も 2 台の青パトを持って小学校の下校の時間に必ず回るということ

をやったり各区役所でも青パトを持って防犯活動をしっかりやって

いると考えております。ただ、やはりなかなか青パトとの台数が増

えないことは、課題と考えます。 

議⾧ 

（大花委員） 

他になにかご意見ご質問はありますでしょうか。 

北山委員 防犯講習会は、第６次計画で一般講習会が 30 回の目標ということ 

だと思いますが、R4～６年と各年度ごとに 30 回開催したいという

趣旨ですよね？それが今回 30 に届いていない中で、特殊詐欺がかな

り、いろんな形で犯罪が起きていて、商工会議所にも数日前に私共

トップの名前を騙り、LINE グループを作るよう指示のメッセージ
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が来た。防犯講習会は最新情報提供の良い場のため、防犯ネットワ

ークを駆使して、講習会開催を投げかけて注意を促すことを再考い

ただければと思います。 

議⾧ 

（大花委員） 

 ご意見ありがとうございました。事務局のコメントはありますで 

しょうか？ 

事務局 

（吉井市民生活

課安心・安全推

進室⾧） 

今年は思うほど申し込みがなかったというところがあります。こ 

ちらからも防犯ネットワークを使って防犯の話ができるようやり方

を考えていきたいと思います。 

議⾧ 

（大花委員） 

 ご意見ありがとうございました。その他ありますでしょうか？ 

桒原委員 私の区では青パトは見たことないが、小学校単位で防犯をしてお 

り、私の所属している小学校では火曜日と金曜日に見守り防犯活動

中というスッテカーをつけた保護者の車が当番制で３コース２回に

わたり回っている。 

また、私が所属しているコミ協では、駐在所の方からお話をいた

だいたり、警察官 OB の方から来ていただき、防犯落語をしていた

だいたりしています。 

議⾧ 

（大花委員） 

ありがとうございます。自主的な防犯活動をご紹介いただきまし 

た。事務局から何かございますでしょうか。 

事務局 

（吉井市民生活

課安心・安全推

進室⾧） 

青パトの活動について、登録団体でなくてもしっかり対応いただ 

いていることは本当にありがとうございます。子どもたちのために

も引き続き、お願いしたいと思いますが、こちらとしても団体が増

えていくように検討していきたいと思います。防犯講習会につきま

しても、こちらからアナウンスをしながらやっていきたいと思いま

す。 

議⾧ 

（大花委員） 

その他ありますでしょうか。では議事をすすめたいと思います。 

次に議事の（３）第６次推進計画の取り組み状況と重点取組事例に

ついて事務局から説明をお願いします。 

 ＜議事（３）第６次推進計画の重点取組み事例について＞ 

 

北区区民生活課 

滝沢係⾧ 

 

 

北区の取り組みについて報告いたします。国際電話の利用休止手

続きの受付ブースの設置です。7 月、8 月、10 月の 4 回北区役所交

流スペースにおきまして、警察署さんと共に受付のブースを設置し

たところです。啓発チラシを配布したり、実際利用休止の申請受付

をいたしました。参考に 4 回で合計 94 件の休止の申請を受け付けし

たところです。 

東区総務課 

伊藤主事 

東区は 10 月に防災安心安全フェスタを行い、約 1,900 人の方々に

対して、特殊詐欺等の演劇を行ったり、防犯の展示を行いまして防
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犯の計画を行いました。 

中央区総務課 

中村係⾧ 

 

中央区では、12 月に冬の交通安全交通事故防止の運動と特殊詐欺

の被害にかかる街頭啓発を行わせていただきました。内容は、年金

支給日に合わせて、いくとぴあの来場者に対しチラシや啓発品を配

布して特殊詐欺への被害防止の取組を実施したところです。 

江南区区民生活

課 

野村主査 

江南区では特殊詐欺撲滅に向けた書道パフォーマンスということ

で、昨年の 10 月にイオンモール新潟亀田インター店にて新潟高校の

書道部による大きな筆を使った書のパフォーマンスを披露してもら

いました。約 200 人の市民の前で、縦 4M 横 6M の紙に、音楽に合

わせながら書を書いていただいて、その作品については江南区役所

の１階に 11 月末まで展示し、来庁者へも特殊詐欺の撲滅を呼びかけ

ました。 

秋葉区地域総務

課 

石田主事 

 

秋葉区は、10 月 13 日に秋葉区内のパン屋さん、オールザベーカ

リーで秋葉警察署と連携して、詐欺被害防止の広報をしました。オ

ールザベーカリーで特殊詐欺被害防止コッペパンっていうものを作

っていただき、お店の利用客に対して配布しながら特殊詐欺被害に

気をつけていただくように呼びかけました。また、固定電話の被害

防止対策として、国際電話利用休止の手続きブースを設置し、休止

申請の受付を行いました。 

西区総務課 

廣川主事 

 

西地区に関しては、西区高齢者安心安全講習会っていうのを、11 

月 14 日行いまして、場所は黒崎市民会館となっています。こちらで

すね、西区老人クラブ連合会会員様に対象にしまして、啓発資料を

配り安心安全に関する講習会を開催しました。西警察署の生活安全

課⾧様に、特殊詐欺の被害防止に関する講話をしていただきまし

て、その後和太鼓による公演を行い、防犯啓発活動を実施いたしま

した。 

西蒲区地域総務

課 

 

西蒲区につきましては、4 月 15 日に区内の大型店におきまして、

西蒲警察署と連携しまして、年金支給日のため来店される、高齢者

の方々を中心に、ティッシュやチラシと配布して特殊な被害防止と

合わせて交通事故防止について呼びかけを行いました。 

年金支給日ごとに金融機関とまた別の方でも等々でえ連携して実施

していました。 

南区地域総務課

（市民生活課職

員代読） 

 

南区では凧フェスティバル＆産業祭り 2025 におきまして、広報

啓発活動を行いました。令和 7 年 10 月 5 日（日）11 時より、南区

白根カルチャーセンターにおきまして、新潟南警察署、南区防犯協

会、南区防犯推進員、南区役所の共同で広報啓発活動を実施いたし

ました。なお、南区防犯推進員ですが、新潟南警察署⾧から委嘱を

受け、南区内街頭広報啓発を中心に活動する防犯ボランティアで

す。活動の内容ですが、来場者 300 人に対し、特殊詐欺被害防止や
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盗難被害防止に関するチラシと啓発品の大凧せんべいや大凧サブレ

を配布しながら、被害に遭わないよう注意を呼びかけました。 

また、会場内において、国際電話利用休止申し込み手続き支援ブ

ースを開設し、来場者 17 人が支援ブースを利用しました。 

事務局 

（吉井市民生活

課安心・安全推

進室⾧） 

以上で、議事の（３）「第６次推進計画の取り組み状況と重点取

り組み事例」の説明を終わります。 

議⾧ 

（大花委員） 

ただいまの説明につきましてご質問、ご意見がありましたらお願

いします。 

遠藤委員 国際電話休止手続きについて、固定電話への対策はあると聞いた 

が、携帯電話にはどのような取り組みがあるか教えていただきたい

と思います。 

議⾧ 

（大花委員） 

ご質問ありがとうございます。事務局からお答えいただけますで 

しょうか。 

菅野委員 固定電話の国際電話休止手続きについては、国際電話不取扱い受 

付センターがあり、電話会社 5 社が集まり設置している機関で、申

込いただくと無料で利用休止ができる。スマートフォンの対策は、

無料は難しいところで、電話会社の迷惑電話ブロックサービスや情

報セキュリティ会社が提供する詐欺電話ブロック機能を持つアプリ

をダウンロードやインストールしていただきブロックしていただく

よう呼びかけをしています。私共の取組の紹介ですが、ウイルスバ

スターというトレンドマイクロという情報セキュリティ会社から協

力をいただき、特殊詐欺対策のためのアプリ（有料）だが、県警の

方にご協力をいただき、９０日間無料体験できると県民の皆様に呼

びかけをしました。そこには、詐欺電話や迷惑電話、国際電話をブ

ロックする機能とか、迷惑サイトにアクセスした際に警告が出るよ

うなものとか、SNS 型投資詐欺も今被害が出ていますが、偽広告を

スクリーンショットしてその機能で送ると、そのサイト危険ですと

いうものが送り返されてくるという良い機能を 90 日間無料で利用で

きるというのを広報させていただいたが、昨年の 12 月末で終了しま

した。その後ですが、トレンドマイクロさん、詐欺電話や迷惑電話

をブロックする機能だけ無料で提供されています。なので、そこの

会社だけではないが、ぜひ元々の携帯電話会社のサービスでの利用

とか、セキュリティ会社の防犯アプリを活用していただくと、完全

には難しいが詐欺対策には有効と思います。あと、スマートフォン

は着信表示されるのでプラスが出たら絶対に出ないということを気

を付けていただきたいと思います。また、県警としても、国際電話

利用休止やブロックについては、県民の皆様に広報して周知してい
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きたいと考えます。 

議⾧ 

（大花委員） 

ありがとうございました。事務局からはよろしいでしょうかね。 

今の話だと、固定電話だと業界団体に言えば使用を止められるけ

ど、スマートホンは個別対応しないといけないので、1 回で申請す

れば止まるみないなことはできないということが前提なんですよ

ね？ 

菅野委員 そうですね、申し込んでいただき、今無料でできるのは固定電話 

ですね。 

議⾧ 

（大花委員） 

ありがとうございます。ほかにご質問、ご意見がありましたらお

願いします。 

山口委員 非常に素晴らしい活動があると感動しておりました。ありがとう 

ございます。意識や関心が向いている方はどのぐらいいるんだろう

なというのが実情だと思うのですが、意識関心がある方が講座に行

ったりとかが多いと思います。安全教室などそういう活動が終わっ

た後とか、親御さんに口コミで聞けたり、民間さんにも講習会の

後、どうだったという意見を聞く場があるのか質問させていただき

たいのと、もし、なければ提案をさせていただきたいです。あと１

つ提案ですが、⾧岡のスーパーへ行ったときに特殊詐欺の防止なの

か、アナウンスから小学校の子たちの集団の声で「詐欺に気を付け

てください」という、受動的に注意喚起の呼び掛けができる仕組み

づくりを提案させていただきます。 

議⾧ 

（大花委員） 

ありがとうございました。事務局からお願いします。 

事務局 

（吉井市民生活

課安心・安全推

進室⾧） 

講習会に出られた方に対して、意見を聞く場はたしかにないと思 

っています。今後そういう意見を聞いたりする等してやり方を考え

ていきたいと思います。⾧岡のスーパーの件ですが、参考にさせて

いただければと思います。 

議⾧ 

（大花委員） 

ありがとうございました。ほかにコメントありますでしょうか。 

中野委員 

 

様々な取り組み、事例のご紹介ありがとうございました。それか 

ら早速意見を取り上げていただき、LINE の動画を実現していただ 

きありがとうございます。先ほど学校の先生の性犯罪に関してお話

をさせていただいたのは、私の地元で事件が起きて、学校でも大問

題となり未だに続いていますが、そういった事件の背景というか、

特に学校のアンケートを取られているお話も伺いましたが、結局ア

ンケートではなかなか表に出づらい部分かな、と思います。 

地元の学校でも大変良い先生で人気があり評判の良い先生がそう

いった事件を起こしたということがあったので、生徒たちもショッ

クを受けておりまして、アンケートを取っても普段評判の良い先生
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だとなかなか表に出てこないのが正直あると思います。犯罪抑止と

いうのを未然に防ぐのもいろんな活動の中で非常に大事だと思う

が、犯罪を犯した人が逮捕された後、どうなっていくのかどんな人

生を送ることが多いのかというところまで、イメージができていな

い人が犯罪を犯すのではないかと正直思うんですね、イメージ力の

欠如というか。 

私たちも逮捕された後の流れというのは、例えば学校で勉強はし

ますし、ドラマでもなんとなく見ますけど、実際のところはわから

ないので、たぶん弁護士さんの方がよくご存じだと思いますが、今

後提案なのですが、個人情報もあると思うので、具体例は出せない

と思いますが、一般的に逮捕された人たちがどういう人生を送って

いくのか？、例えば、家族がそこに住めなくなり引っ越さなきゃい

けなくなるんだよ、というのを子どもたちに、学校で弁護士さんと

かの方々がお話されるという機会ももしかすると今後の犯罪抑止に

とってはいいと思います。 

特に実際に学校でそういう事件が起こった現場にいる子ども達っ

ていうのは犯罪が身近なので、特に今まですごく信頼していた大人

がいきなり犯罪者になるというのは、ショックが大きいだけに地元

の学校の子たちは、逆に先生のことがすごい好きだったからこそ犯

罪を犯してもずっと心配していたんです。ご家族は大丈夫なんだろ

うか、お子さんいたけどあの子は大丈夫なんだろうか、と先生の事

を悪い人だと思えずにずっと心配しているこども達がすごくいっぱ

いいたので、だからこそそういったタイミングで、その先生はどう

だったか、他に何かされてないかというアンケートを取るよりもそ

の先生を含め、犯罪者はどうなっていくのかというのを子ども達に

教育として教えてあげたほうが、犯罪を未然に防ぐことに将来的に

つながるのではないかと思いますので、１つご提案をさせていただ

きます。 

事務局 

（吉井市民生活

課安心・安全推

進室⾧） 

犯罪を抑止するということでの意見を聞きまして、そのやり方と 

して、犯罪を犯した後のある意味その後の人生って悲惨な部分があ

るんだよ、自分だけじゃなく家族に対してもそういうことが関わっ

てくるんであれば、教えていったほうがいいというご意見だと思い

ます。 

そういうことも検討しつつですが、小学校の子ども達ということ

で考えるのであれば、そのまま伝えるとトラウマになる部分も抱え

かねないのかなとも思いますので、やり方というのは十分吟味して

いく必要があるのかなと思いますが、今後の参考にさせていただけ

ればと思います。 

議⾧ その他ありますでしょうか。 



- 11 - 

 

（大花委員） 

菊地委員 今の件について、学校の先生がこども達に対して行っている行為 

というのは、学校の先生がしているのではなくて、そういう病気の

人が学校の先生をしている、という風な考え方をした方がいいんじ

ゃないかと思うんですね。 

だから病気があるが故に何回も繰り返して行ってしまうようなこ 

とになるので、ある意味そういう先生を雇った市や県にも責任はあ

るんだと思います。 

なので真剣に取り組んで、そういう先生は出してはいけないし、 

絶対しないようにという形で取り組む意気込みを示してほしいなと

思います。こども達が、心に傷を負うというのは一生響くかもしれ

ない事件ですので、それは絶対阻止してもらいたいなと思います。 

議⾧ 

（大花委員） 

ご意見ありがとうございます。事務局から何かありますでしょう 

か？ 

事務局 

（吉井市民生活

課安心・安全推

進室⾧） 

今のご意見は、雇う側がしっかり先生を見極めて精査していくべ 

きだとのとおりの部分だとは思いますが、その時に見つけられない

というのもあると思いますし、この辺は人事権を持っている教育委

員会の方にも引き継いで、報告はしていきたいと思います。 

山田委員 私も一校⾧のため人事権を持っている訳ではありません。ただ、 

当校の職員に対しては、今言ったような一人の職員の非行為が、ど 

ういう影響を与えるかは教職員には伝えています。要は、自分の家

族がどう思うか、担任したこども達がどう思うか想像してみましょ

うという研修を行っています。これはどこの学校も行っているはず

です。教職員に対しては、そういった当事者意識を生々しく思い浮

かべることが抑止力につながるだろうと考えてやっています。 

ただ、こどもたちに対してはやはり生々し過ぎるのかなというの

が私の個人的な感想です。私が以前勤務した中では、保護者が犯罪

を犯した場合もあります。そういうこども達の前で、犯罪を犯した

人間がこうなるんだと示すのは、正直言ってなかなか難しいです。

そもそも学校はこども達の可能性を大事にしていく、要は失敗した

りしてもなんとかなるさっていうところをまず前提にしてやってる

ところなので、そこの部分のさじ加減は非常に難しいところです。

ですから、そこは実態に応じてやっていく、臨機応変にやっていく

というしか言いようがないかなと思っています。 

一律これをやりましょう、犯罪をした人がこういう人生を歩みま

す、ということを示すことが非常に諸刃の剣という風に私は思って

います。ただ、必要に応じて、そういう情報を与えることも必要だ

と思います。高学年になったこどもたちに対して、こういう風にな

る人生を歩む、そんな風になるとお家の人はどう思うかな？ところ
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を示すのは当然あると思います。そこは一律にはならないだろうと

思います。私が言うのはそこまでです。 

議⾧ 

（大花委員） 

ありがとうございました。そろそろお時間となりますが、他にご 

ざいますでしょうか？なければこの件に関する質問は締め切らせて

いただいて、最後に議事全般を通じ、ご意見ご質問ありましたらよ

ろしくお願いします。 

菊地委員 

 

１５年ほど前までに、新潟市の街頭育成を 20 年間勤めましたが、 

街頭育成というのは地域をパトロールしながら子どもたちの様子を

聞いて、教育委員会の方に上げるのですが、教育委員会の先生が来

て、市全体の状況なんかを意見交換する場がありました。最近、街

頭育成員の活動が見えないため、その後どうなっていますか？ 

議⾧ 

（大花委員） 

事務局からお答えできますでしょうか？ 

学校支援課 

渡辺副参事 

街頭育成については、各小学校の方で見守り隊というボランティ 

ア組織をお願いしています。登下校に合わせてボランティアを募り

やっています。 

各学校において地域連携の場を設定し、セーフティスタッフ見守

り隊の方、コミ協の方、スクールガードリーダーという警察 OB の

方を各区に 1 人ずつおいているので、そういった方から見守りのア

ドバイスをしていただいたりしています。 

議⾧ 

（大花委員） 

ありがとうございました。その他何かありますでしょうか？ 

菅野委員 本日お越しの委員の皆様は、地域の代表で安全安心のために日々 

尽力されていらっしゃいます。そこで県警ツールについてのお知ら

せですが、ひかるくん・ひかるちゃん安心メールを登録いただいた

方に、不審者情報や強盗事件の発生や流行っている特殊詐欺、交通

安全に関する情報などを配信していましたが、３月上旬から防犯ア

プリに切り替えて今申し上げたような情報を発信させていただきま

す。 

皆様地域でこどもの見守り活動ですとか、防犯パトロール等様々

な活動をされていらっしゃるかと思いますが、ぜひ地域の皆様か

ら、今まで見れなかった地図情報とか様々な機能を良くしまして、

特殊詐欺情報も含め、県民の皆様に提供させていただきたいと思い

ますので、運用開始しましたらご自身でインストールいただき、周

りの方にもぜひお勧めいただきたいと思います。防犯メールの方は

配信を終了しますので、ぜひ防犯アプリの活用をしていただければ

と思います。 

議⾧ 

（大花委員） 

 ありがとうございました。時間を超過していますので、ぜひ質問

をという方がいればどなたか。大丈夫そうでしょうかね。ありがと
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うございました。では、以上で終わります。事務局にお返ししま

す。 

 〇閉会 

報 道 なし 

傍聴者 なし 

 


